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１

ペ
ー
ジ

教
育
委
員
会
規
則

◯
秋
田
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
及
び
秋
田
県
教
育
委
員
会
の
所

管
に
属
す
る
公
益
信
託
の
引
受
け
及
び
監
督
に
関
す
る
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
（
一
四
・
教
育
庁
総
務
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

教
育
委
員
会
訓
令

◯
秋
田
県
教
育
庁
等
許
認
可
等
事
務
処
理
日
数
設
定
規
程
の
一
部
を
改

正
す
る
訓
令
（
三
・
教
育
庁
総
務
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

秋
田
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
及
び
秋
田
県
教
育
委
員
会
の
所
管
に

属
す
る
公
益
信
託
の
引
受
け
及
び
監
督
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
八
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
委
員
長
　
太
　
田
　
宥
　
子
　

秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
四
号

秋
田
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
及
び
秋
田
県
教
育
委
員
会
の
所

管
に
属
す
る
公
益
信
託
の
引
受
け
及
び
監
督
に
関
す
る
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則

（
秋
田
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

秋
田
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
秋
田
県
教

育
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
第
十
四
号
中
「
信
託
法
」
を
「
公
益
信
託
ニ
関
ス
ル
法

律
」
に
、
「
第
六
十
六
条
」
を
「
第
一
条
」
に
改
め
る
。

（
秋
田
県
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
公
益
信
託
の
引
受
け
及
び
監
督

に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

秋
田
県
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
公
益
信
託
の
引
受
け
及
び

監
督
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
年
秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

秋
田
県
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
公
益
信
託
に
係
る
許
可
及
び
監
督

に
関
す
る
規
則

第
一
条
中
「
信
託
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
六
十
二
号
）
第
六
十
六
条
」

を
「
公
益
信
託
ニ
関
ス
ル
法
律
（
大
正
十
一
年
法
律
第
六
十
二
号
）
（
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
一
条
」
に
、
「
引
き
受
け
」
を
「
許
可
」
に
改
め

る
。第

二
条
の
見
出
し
中
「
引
受
け
」
を
「
公
益
信
託
」
に
改
め
、
同
条
第
一

項
中
「
公
益
信
託
の
引
受
け
」
を
「
法
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
益

信
託
」
に
改
め
、
「
公
益
信
託
引
受
け
許
可
申
請
書
（
様
式
第
一
号
）
に
」

及
び
「
の
各
号
」
を
削
り
、
「
添
付
し
て
、
」
を
「
添
え
た
申
請
書
を
」
に

改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
信
託
行
為
」
の
下
に
「
の
内
容
を
示
す
書
類
」
を

加
え
、
同
項
第
三
号
か
ら
第
十
号
を
削
り
、
同
項
第
二
号
の
次
に
次
の
五
号

を
加
え
る
。

三
　
信
託
財
産
に
属
す
る
財
産
と
な
る
べ
き
も
の
の
種
類
及
び
総
額
を
記

載
し
た
書
類
並
び
に
そ
の
財
産
の
権
利
及
び
価
格
を
証
す
る
書
類

四
　
受
託
者
と
な
る
べ
き
者
及
び
受
託
者
と
な
る
べ
き
者
の
履
歴
書
（
委

託
者
と
な
る
べ
き
者
又
は
受
託
者
と
な
る
べ
き
者
が
法
人
で
あ
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所

在
地
を
記
載
し
た
書
類
並
び
に
定
款
又
は
寄
附
行
為
）

五
　
信
託
管
理
人
を
指
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
信
託
管
理
人
と
な
る

べ
き
者
の
就
任
承
諾
書
及
び
履
歴
書
（
信
託
管
理
人
と
な
る
べ
き
者
が

法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主

た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
記
載
し
た
書
類
並
び
に
定
款
又
は
寄
附
行

為
）

六
　
運
営
委
員
会
そ
の
他
当
該
公
益
信
託
を
適
正
に
運
営
す
る
た
め
に
必

要
な
機
関
（
以
下
「
運
営
委
員
会
等
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
構
成
員
の
数
を
記
載
し
た
書
類
並
び
に

構
成
員
と
な
る
べ
き
者
の
就
任
承
諾
書
及
び
履
歴
書

七
　
引
受
け
当
初
の
信
託
事
務
年
度
及
び
翌
信
託
事
務
年
度
（
信
託
事
務

年
度
の
定
め
の
な
い
信
託
に
あ
っ
て
は
、
引
受
け
後
二
年
間
）
の
事
業

計
画
書
及
び
収
支
予
算
書

第
二
条
第
二
項
を
削
る
。

第
三
条
中
「
引
受
け
を
」
を
「
公
益
信
託
の
」
に
、
「
さ
れ
た
」
を
「
を

受
け
た
」
に
、
「
速
や
か
に
」
を
「
遅
滞
な
く
」
に
、
「
第
一
項
第
七
号
」

を
「
第
三
号
」
に
、
「
終
わ
つ
た
」
を
「
終
了
し
た
」
に
、
「
及
び
信
託
行

為
の
謄
本
を
添
付
し
て
、
そ
の
旨
」
を
「
を
添
え
た
報
告
書
」
に
、
「
報

告
」
を
「
提
出
」
に
改
め
る
。

第
四
条
の
見
出
し
中
「
等
」
を
「
及
び
収
支
予
算
書
」
に
改
め
、
同
条
第

一
項
中
「
事
業
年
度
（
信
託
行
為
に
別
段
の
定
め
が
な
い
と
き
は
」
を
「
信

託
事
務
年
度
（
信
託
事
務
年
度
の
定
め
の
な
い
信
託
に
あ
っ
て
は
」
に
改

め
、
「
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
の
下
に
「
の
間
」
を
加
え
、
「
後
三
月
以
内

に
当
該
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
」
を
「
前
に
、
次
に
掲

げ
る
書
類
を
添
え
た
届
出
書
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

一
　
当
該
信
託
事
務
年
度
の
事
業
計
画
書

二
　
当
該
信
託
事
務
年
度
の
収
支
予
算
書

第
四
条
第
二
項
中
「
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
」
を
「
各
号
に
掲

げ
る
書
類
の
内
容
」
に
、
「
変
更
の
」
を
「
当
該
変
更
の
」
に
、
「
添
付
し

て
、
そ
の
旨
」
を
「
添
え
た
届
出
書
」
に
、
「
届
け
出
」
を
「
提
出
し
」
に

改
め
る
。

第
五
条
の
見
出
し
を
「
（
事
業
状
況
報
告
書
等
の
提
出
）
」
に
改
め
、
同

条
中
「
事
業
年
度
」
を
「
信
託
事
務
年
度
」
に
改
め
、
「
書
類
を
」
の
下
に

「
添
え
た
報
告
書
を
」
を
加
え
、
同
条
第
一
号
中
「
概
要
」
を
「
状
況
」

に
、
同
条
第
三
号
中
「
末
の
」
を
「
末
に
お
け
る
」
に
改
め
、
「
並
び
に
財

産
の
増
減
及
び
そ
の
事
由
を
記
載
し
た
書
類
」
を
削
る
。

第
十
条
中
「
、
信
託
管
理
人
」
を
「
、
信
託
法
第
百
二
十
三
条
第
四
項
又

は
同
法
第
二
百
五
十
八
条
第
六
項
及
び
法
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
信
託
管

理
人
」
に
改
め
、
「
請
求
書
に
」
及
び
「
の
各
号
」
を
削
り
、
「
添
付
し

て
、
」
を
「
添
え
た
請
求
書
を
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
選
任
」
を

「
信
託
管
理
人
の
選
任
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
二
条
第
一
項
第
五

号
」
を
「
第
二
条
第
五
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
一
条
と
し
、
同
条
の

次
に
次
の
四
条
を
加
え
る
。

（
信
託
管
理
人
の
辞
任
の
許
可
の
申
請
）

第
二
十
二
条

信
託
管
理
人
は
、
信
託
法
第
百
二
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
五
十
七
条
第
二
項
及
び
法
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
辞
任

の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
た
請
求

書
を
教
育
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
辞
任
し
よ
う
と
す
る
理
由
を
記
載
し
た
書
類

二
　
信
託
事
務
の
処
理
の
状
況
並
び
に
信
託
財
産
に
属
す
る
財
産
及
び
信

託
財
産
責
任
負
担
債
務
の
状
況
を
記
載
し
た
書
類

三
　
新
た
な
信
託
管
理
人
の
選
任
に
関
す
る
意
見
を
記
載
し
た
書
類

（
信
託
管
理
人
の
解
任
の
請
求
）

第
二
十
三
条

委
託
者
又
は
他
の
信
託
管
理
人
は
、
信
託
法
第
百
二
十
八
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
八
条
第
四
項
及
び
法
第
八
条
の

規
定
に
よ
り
信
託
管
理
人
の
解
任
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に

掲
げ
る
書
類
を
添
え
た
請
求
書
を
教
育
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一
　
信
託
管
理
人
の
解
任
を
請
求
す
る
理
由
を
記
載
し
た
書
類

二
　
新
た
な
信
託
管
理
人
の
選
任
に
関
す
る
意
見
を
記
載
し
た
書
類

（
新
た
な
信
託
管
理
人
の
選
任
の
請
求
）

第
二
十
四
条

利
害
関
係
人
は
、
信
託
法
第
百
二
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
四
項
及
び
法
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
新
た

な
信
託
管
理
人
の
選
任
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書

教

育

委

員

会

規

則
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２

類
を
添
え
た
請
求
書
を
教
育
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
信
託
管
理
人
の
任
務
終
了
の
理
由
を
記
載
し
た
書
類

二
　
新
た
な
信
託
管
理
人
と
な
る
べ
き
も
の
に
係
る
第
二
条
第
五
号
に
掲

げ
る
書
類

（
信
託
の
終
了
の
請
求
）

第
二
十
五
条

委
託
者
、
受
託
者
又
は
信
託
管
理
人
は
、
信
託
法
第
百
六
十

五
条
第
一
項
及
び
法
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
信
託
の
終
了
を
請
求
し
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
た
請
求
書
を
教
育
委
員
会
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
信
託
の
終
了
を
請
求
す
る
理
由
を
記
載
し
た
書
類

二
　
信
託
事
務
の
処
理
の
状
況
並
び
に
信
託
財
産
に
属
す
る
財
産
及
び
信

託
財
産
責
任
負
担
債
務
の
状
況
を
記
載
し
た
書
類

三
　
残
余
財
産
の
処
分
の
見
込
み
に
関
す
る
書
類

第
十
一
条
を
削
る
。

第
十
二
条
の
見
出
し
中
「
諸
」
を
削
り
、
同
条
第
一
項
中
「
こ
の
規
則
に

別
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
」
を
削
り
、
「
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き

は
」
を
「
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
」
に
改
め
、
「
旨
を
」

の
下
に
「
記
載
し
た
届
出
書
を
」
を
加
え
、
「
届
け
出
」
を
「
提
出
し
」
に

改
め
、
同
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
削
り
、
同
項
に
次
の
二
号
を
加
え

る
。一

　
受
託
者
又
は
信
託
管
理
人
の
氏
名
、
住
所
又
は
職
業
（
受
託
者
又
は

信
託
管
理
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
、
代
表
者

の
氏
名
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
又
は
主
た
る
業
務
）

二
　
運
営
委
員
会
等
の
構
成
員
の
氏
名
、
住
所
又
は
職
業

第
十
二
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
六
条
と
す
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
届
出
が
新
た
に
就
任
す
る
信
託
管
理
人

又
は
運
営
委
員
会
等
の
構
成
員
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
に

係
る
第
二
条
第
五
号
又
は
第
六
号
（
名
称
及
び
構
成
員
の
数
を
記
載
し
た

書
類
を
除
く
。）
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
三
条
中
「
帳
簿
」
の
下
に
「
（
そ
の
作
成
に
代
え
て
電
磁
的
記
録

（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情

報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
の
作
成
が
さ
れ
て
い
る
場
合
に

お
け
る
当
該
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
一
号
中
「
信
託

行
為
」
の
下
に
「
及
び
こ
れ
に
附
属
す
る
書
類
」
を
加
え
、
同
条
第
二
号

中
「
利
害
関
係
人
の
」
を
「
委
託
者
又
は
そ
の
相
続
人
、
受
託
者
、
信
託

管
理
人
及
び
運
営
委
員
会
等
の
構
成
員
の
」
に
改
め
、
「
履
歴
書
」
の
下

に
「
（
こ
れ
ら
の
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
、
代
表

者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
記
載
し
た
書
類
並
び
に
定
款
又

は
寄
附
行
為
）
」
を
加
え
、
同
条
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三
　
許
可
、
届
出
等
に
関
す
る
書
類

第
十
三
条
第
五
号
中
「
収
入
」
の
下
に
「
及
び
」
を
加
え
、
同
条
第
六
号

中
「
資
産
台
帳
」
を
「
資
産
」
に
、
「
負
債
台
帳
」
を
「
負
債
の
状
況
を
示

す
書
類
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
七
条
と
す
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中
「
信
託
法
第
六
十
七
条
及
び
第
六
十
九
条
第
一
項
」

を
「
法
第
三
条
及
び
第
四
条
第
一
項
」
に
、
「
職
員
を
し
て
信
託
業
務
」
を

「
職
員
に
信
託
事
務
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
様
式
第
二
号
」
を
「
別

記
様
式
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
八
条
と
す
る
。

第
十
五
条
の
見
出
し
を
「
（
公
益
信
託
終
了
の
報
告
等
）
」
に
改
め
、
同

条
第
一
項
中
「
信
託
行
為
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
公
益
信
託
終
了
に
伴
う

残
余
財
産
の
処
分
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
許
可
申
請
書
に
」

を
「
信
託
が
終
了
し
た
と
き
は
、
終
了
後
一
月
以
内
に
、
」
に
改
め
、
「
の

各
号
」
を
削
り
、
「
添
付
し
て
、
」
を
「
添
え
た
報
告
書
を
」
に
改
め
、
同

条
第
一
項
第
四
号
を
削
り
、
同
項
第
三
号
中
「
方
法
」
を
削
り
、
同
号
を
第

四
号
と
し
、
同
項
第
二
号
中
「
財
産
目
録
」
を
「
信
託
終
了
時
に
お
け
る
財

目
録
」
に
改
め
、
同
号
を
第
三
号
と
し
、
同
項
第
一
号
中
「
公
益
」
を
削

り
、
「
事
由
」
を
「
理
由
」
に
改
め
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
　
信
託
が
終
了
し
た
日
の
属
す
る
信
託
事
務
年
度
の
事
業
状
況
報
告
書

及
び
収
支
決
算
書

第
十
五
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
九
条
と
す
る
。

２

清
算
受
託
者
は
、
信
託
の
清
算
が
結
了
し
た
と
き
は
、
清
算
結
了
後
一

月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
た
報
告
書
を
教
育
委
員
会
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
信
託
の
清
算
が
結
了
し
た
日
の
属
す
る
新
託
事
務
年
度
の
事
業
状
況

報
告
書
及
び
収
支
決
算
書

二
　
信
託
の
清
算
結
了
時
に
お
け
る
財
産
目
録

三
　
残
余
財
産
の
処
分
に
関
す
る
書
類

第
二
十
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
申
請
書
等
の
記
載
事
項
）

第
三
十
条

こ
の
規
則
に
規
定
す
る
申
請
書
、
報
告
書
、
請
求
書
又
は
届
出

書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
申
請
、
報
告
、
請
求
又
は
届
出
の
年
月
日

二
　
申
請
者
、
報
告
者
、
請
求
者
又
は
届
出
者
の
指
名
及
び
住
所
（
法
人

に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所

在
地
）

第
十
六
条
及
び
第
十
七
条
を
削
る
。

第
九
条
中
「
、
新
受
託
者
」
を
「
、
信
託
法
第
六
十
二
条
第
四
項
及
び
法

第
八
条
の
規
定
に
よ
り
新
受
託
者
」
に
改
め
、
「
請
求
書
に
」
及
び
「
の
各

号
」
を
削
り
、
「
添
付
し
て
、
」
を
「
添
え
た
請
求
書
を
」
に
改
め
、
同
条

第
一
号
及
び
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
条
を
第
十
五
条
と
す
る
。

一
　
受
託
者
の
任
務
終
了
の
理
由
を
記
載
し
た
書
類

二
　
新
受
託
者
と
な
る
べ
き
者
に
係
る
第
二
条
第
四
号
に
掲
げ
る
書
類
及

び
就
任
承
諾
書

第
十
五
条
の
次
に
次
の
五
条
を
加
え
る
。

（
信
託
財
産
管
理
命
令
の
請
求
）

第
十
六
条

利
害
関
係
人
は
、
信
託
法
第
六
十
三
条
第
一
項
及
び
法
第
八
条

の
規
定
に
よ
り
信
託
財
産
管
理
命
令
（
信
託
法
第
六
十
三
条
第
一
項
に
規

定
す
る
信
託
財
産
管
理
命
令
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

を
請
求
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
た
請
求
書
を

教
育
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
受
託
者
の
任
務
終
了
の
理
由
を
記
載
し
た
書
類

二
　
信
託
財
産
管
理
命
令
を
請
求
す
る
理
由
を
記
載
し
た
書
類

三
　
信
託
財
産
管
理
者
の
選
任
に
関
す
る
意
見
を
記
載
し
た
書
類

（
保
存
行
為
等
の
範
囲
を
超
え
る
行
為
の
許
可
の
申
請
）

第
十
七
条

信
託
財
産
管
理
者
は
、
信
託
法
第
六
十
六
条
第
四
項
及
び
法
第

八
条
の
規
定
に
よ
り
信
託
法
第
六
十
六
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
保
存
行
為
等
」
と
い
う
。
）
の
範
囲
を
超
え

る
行
為
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え

た
請
求
書
を
教
育
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
行
為
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類

二
　
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
理
由
を
記
載
し
た
書
類

２

前
項
の
規
定
は
、
信
託
法
第
七
十
四
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
六
十
六
条
第
四
項
及
び
法
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
保
存
行
為
等
の
範

囲
を
超
え
る
行
為
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
信
託
財
産
法
人
管
理
人
に

つ
い
て
準
用
す
る
。

（
信
託
財
産
管
理
者
等
の
辞
任
の
許
可
の
申
請
）

第
十
八
条

信
託
財
産
管
理
者
は
、
信
託
法
第
七
十
条
に
お
い
て
読
み
替
え

て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
七
条
第
二
項
及
び
法
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
辞

任
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
た
請

求
書
を
教
育
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
辞
任
し
よ
う
と
す
る
理
由
を
記
載
し
た
書
類

二
　
信
託
事
務
の
処
理
の
状
況
並
び
に
信
託
財
産
に
属
す
る
財
産
及
び
信

託
財
産
責
任
負
担
債
務
の
状
況
を
記
載
し
た
書
類

三
　
新
た
な
信
託
財
産
管
理
者
の
選
任
に
関
す
る
意
見
を
記
載
し
た
書
類

２

前
項
の
規
定
は
、
信
託
法
第
七
十
四
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
七
十
条
の
規
定
に
よ
り
辞
任
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
信
託
財
産

法
人
管
理
人
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
信
託
財
産
管
理
者
等
の
解
任
請
求
）

第
十
九
条

委
託
者
又
は
信
託
管
理
人
は
、
信
託
法
第
七
十
条
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
五
十
八
条
第
四
項
及
び
法
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
信
託
財

産
管
理
者
の
解
任
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を

添
え
た
請
求
書
を
教
育
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
信
託
財
産
管
理
者
の
解
任
を
請
求
す
る
理
由
を
記
載
し
た
書
類
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二
　
新
た
な
信
託
財
産
管
理
者
の
選
任
に
関
す
る
意
見
を
記
載
し
た
書
類

２

前
項
の
規
定
は
、
信
託
法
第
七
十
四
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
七
十
条
の
規
定
に
よ
り
信
託
財
産
法
人
管
理
人
の
解
任
を
請
求
し
よ

う
と
す
る
委
託
者
又
は
信
託
管
理
人
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
信
託
財
産
法
人
管
理
命
令
の
請
求
）

第
二
十
条

利
害
関
係
人
は
、
信
託
法
第
七
十
四
条
第
二
項
及
び
法
第
八
条

の
規
定
に
よ
り
信
託
財
産
法
人
管
理
命
令
（
信
託
法
第
七
十
四
条
第
二
項

に
規
定
す
る
信
託
財
産
法
人
管
理
命
令
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
た

請
求
書
を
教
育
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
受
託
者
の
死
亡
の
事
実
を
記
載
し
た
書
類

二
　
信
託
財
産
法
人
管
理
命
令
を
請
求
す
る
理
由
を
記
載
し
た
書
類

三
　
信
託
財
産
法
人
管
理
人
の
選
任
に
関
す
る
意
見
を
記
載
し
た
書
類

第
八
条
中
「
若
し
く
は
そ
の
相
続
人
」
を
削
り
、
「
、
受
託
者
」
を
「
、

信
託
法
第
五
十
八
条
第
四
項
及
び
法
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
受
託
者
」
に
改

め
、
「
請
求
書
に
」
及
び
「
の
各
号
」
を
削
り
、
「
添
付
し
て
、
」
を
「
添

え
た
請
求
書
を
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
解
任
」
を
「
受
託
者
の
解

任
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

第
七
条
中
「
そ
の
」
を
「
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
」
に
改
め
、
「
許
可

申
請
書
に
」
及
び
「
の
各
号
」
を
削
り
、
「
添
付
し
て
、
」
を
「
添
え
た
申

請
書
を
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
の
事
由
」
を
「
し
よ
う
と
す
る
理

由
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
財
産
」
を
「
信
託
事
務
の
処
理
の
状
況
並

び
に
信
託
財
産
に
属
す
る
財
産
」
に
、
「
収
支
の
状
況
」
を
「
信
託
財
産
責

任
負
担
債
務
の
状
況
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
新
受
託
者
」
を
「
新
た

な
受
託
者
（
以
下
「
新
受
託
者
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
二

条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
検
査
役
の
選
任
の
請
求
）

第
十
三
条

委
託
者
又
は
信
託
管
理
人
は
、
信
託
法
第
四
十
六
条
第
一
項
及

び
法
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
検
査
役
の
選
任
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
た
申
請
書
を
教
育
委
員
会
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
検
査
役
の
選
任
を
請
求
す
る
理
由
を
記
載
し
た
書
類

二
　
検
査
役
の
選
任
に
関
す
る
意
見
を
記
載
し
た
書
類

第
六
条
の
見
出
し
中
「
行
為
」
を
削
り
、
「
認
可
」
を
「
許
可
」
に
改

め
、
同
条
第
一
項
中
「
信
託
行
為
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
信
託
行
為
」
を

「
法
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
信
託
」
に
改
め
、
「
認
可
申
請
書
に
」
及
び

「
の
各
号
」
を
削
り
、
「
添
付
し
て
、
」
を
「
添
え
た
申
請
書
を
」
に
改

め
、
同
項
第
一
号
中
「
信
託
行
為
」
を
「
信
託
」
に
、
「
の
条
項
及
び
そ
の

事
由
」
を
「
を
必
要
と
す
る
理
由
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
信
託
行

為
」
を
「
信
託
」
に
、
「
新
旧
対
照
表
」
を
「
変
更
案
を
記
載
し
た
書
類
及

び
新
旧
対
照
表
」
に
改
め
、
同
号
を
第
三
号
と
し
、
同
項
第
一
号
の
次
に
次

の
一
号
を
加
え
る
。

二
　
信
託
を
変
更
す
る
根
拠
と
な
る
信
託
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
八

号
）
の
規
定
（
同
法
第
百
四
十
九
条
第
四
項
の
別
段
の
定
め
が
あ
る
場

合
に
は
、
当
該
定
め
の
内
容
を
含
む
。
）
を
記
載
し
た
書
類

第
六
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
を
第
八
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
三
条

を
加
え
る
。

（
信
託
の
併
合
の
許
可
の
申
請
）

第
九
条

受
託
者
は
、
法
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
信
託
の
併
合
（
信
託
法
第

二
条
第
十
項
に
規
定
す
る
信
託
の
併
合
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添

え
た
申
請
書
を
教
育
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
信
託
の
併
合
を
必
要
と
す
る
理
由
を
記
載
し
た
書
類

二
　
信
託
の
併
合
を
す
る
根
拠
と
な
る
信
託
法
の
規
定
（
同
法
第
百
五
十

一
条
第
三
項
の
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
定
め
の
内
容
を

含
む
。
）
を
記
載
し
た
書
類

三
　
信
託
の
併
合
後
の
信
託
行
為
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類
及
び
新
旧
対

照
表

四
　
信
託
法
第
百
五
十
二
条
第
二
項
の
公
告
及
び
催
告
又
は
同
条
第
三
項

の
公
告
を
し
た
こ
と
そ
の
他
信
託
法
の
定
め
る
信
託
の
併
合
の
手
続
を

経
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

（
吸
収
信
託
分
割
の
許
可
の
申
請
）

第
十
条

受
託
者
は
、
法
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
吸
収
信
託
分
割
（
信
託
法

第
二
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
吸
収
信
託
分
割
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書

類
を
添
え
た
申
請
書
を
教
育
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
吸
収
信
託
分
割
を
必
要
と
す
る
理
由
を
記
載
し
た
書
類

二
　
吸
収
信
託
分
割
を
す
る
根
拠
と
な
る
信
託
法
の
規
定
（
同
法
第
百
五

十
五
条
第
三
項
の
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
定
め
の
内
容

を
含
む
。
）
を
記
載
し
た
書
類

三
　
吸
収
信
託
分
割
後
の
信
託
行
為
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類
及
び
新
旧

対
照
表

四
　
信
託
法
第
百
五
十
六
条
第
二
項
の
公
告
及
び
催
告
又
は
同
条
第
三
項

の
公
告
を
し
た
こ
と
そ
の
他
信
託
法
の
定
め
る
吸
収
信
託
分
割
の
手
続

を
経
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

（
新
規
信
託
分
割
の
許
可
の
申
請
）

第
十
一
条

受
託
者
は
、
法
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
新
規
信
託
分
割
（
信
託

法
第
二
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
新
規
信
託
分
割
を
い
う
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る

書
類
を
添
え
た
申
請
書
を
教
育
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
新
規
信
託
分
割
を
必
要
と
す
る
理
由
を
記
載
し
た
書
類

二
　
新
規
信
託
分
割
す
る
根
拠
と
な
る
信
託
法
の
規
定
（
同
法
第
百
五
十

九
条
第
三
項
の
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
定
め
の
内
容
を

含
む
。
）
を
記
載
し
た
書
類

三
　
新
規
信
託
分
割
後
の
信
託
行
為
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類
及
び
新
旧

対
照
表

四
　
信
託
法
第
百
六
十
条
第
二
項
の
公
告
及
び
催
告
又
は
同
条
第
三
項
の

公
告
を
し
た
こ
と
そ
の
他
信
託
法
の
定
め
る
新
規
信
託
分
割
の
手
続
を

経
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

第
五
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
信
託
事
務
及
び
財
産
の
状
況
の
公
告
）

第
六
条

法
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
信
託
事
務
及
び
財
産
の
状
況
の

公
告
は
、
前
条
の
書
類
を
提
出
し
た
後
遅
滞
な
く
行
う
も
の
と
す
る
。

（
信
託
の
変
更
に
係
る
書
類
の
提
出
）

第
七
条

受
託
者
は
、
法
第
五
条
第
一
項
の
特
別
の
事
情
が
生
じ
た
と
認
め

る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
た
報
告
書
を
教
育
委
員
会
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
信
託
の
変
更
を
必
要
と
す
る
理
由
を
記
載
し
た
書
類

二
　
信
託
の
変
更
案
を
記
載
し
た
書
類
及
び
新
旧
対
照
表

様
式
第
一
号
を
削
る
。

「
信

様
式
第
二
号
中
「
第1

4

条
」
を
「
第2

8

条
」
に
改
め
、
同
様
式
裏
中

託
法
第6

7

条

「
信
託
ニ
関
ス
ル
法
律
第

を

公
益
信
託
ハ
主
務
官
庁
ノ
監
督
ニ
属
ス
」

公
益
信
託
ハ
主

３
条

に
、
「
第6

9

条
第
１
項
」
を
「
第
４
条
第
１
項
」

務
官
庁
ノ
監
督
ニ
属
ス
」

に
、
「
の
引
き
受
け
」
を
「
に
係
る
許
可
」
に
、
「
第1

4

条
」
を
「
第2

8

条
」
に
、
「
信
託
法
第6

7

条
及
び
第6

9

条
第
１
項
」
を
「
法
第
３
条
及
び
第

４
条
第
１
項
」
に
、
「
様
式
第
２
号
」
を
「
別
記
様
式
」
に
改
め
る
。

様
式
第
二
号
を
別
記
様
式
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
九
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

秋
田
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
三
号

庁
　
中
　
一
　
般

各

地

方

機

関

各

教

育

機

関

秋
田
県
教
育
庁
等
許
認
可
等
事
務
処
理
日
数
設
定
規
程
の
一
部
を
改
正
す

る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
八
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
教
育
長
　
根
　
岸
　
　
　
均
　

教

育

委

員

会

訓

令

信
第
1
4
条
　
　
　
第
2
8
条

託
法
第
6
7
条
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
信
託
ニ
関
ス
ル
法
律
第

公
益
信
託
ハ
主
務
官
庁
ノ
監
督
ニ
属
ス
　
　
　
　
　
　
公
益
信
託
ハ
主

３
条

第
6
9
条
第
１
項
　
　
　
第
４
条
第
１
項

務
官
庁
ノ
監
督
ニ
属
ス
　

の
引
き
受
け
　
　
　
に
係
る
許
可
　
　
　
　
第
1
4
条
　
　
　
第
2
8

条
　
　
　
　
信
託
法
第
6
7
条
及
び
第
6
9
条
第
１
項
　
　
　
法
第
３
条
及
び
第

４
条
第
１
項
　
　
　
　
様
式
第
２
号
　
　
　
別
記
様
式
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秋
田
県
教
育
庁
等
許
認
可
等
事
務
処
理
日
数
設
定
規
程
の
一
部
を
改

正
す
る
訓
令

別
表
第
十
号
の
次
に
次
の
七
号
を
加
え
る
。

秋
田
県
教
育
庁
等
許
認
可
等
事
務
処
理
日
数
設
定
規
程
（
平
成
八
年
秋
田

県
教
育
委
員
会
訓
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
四
号
か
ら
第
十
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

４５６７８９1
0

公
益
信
託
ニ
関
ス
ル
法
律

〃〃

公
益
信
託
ニ
関
ス
ル
法
律

信
託
法

〃〃〃〃〃〃

２６７８4
6８5
8８6
2８6
3

１１４４１

公
益
信
託
の
許
可

公
益
信
託
の
信
託
の
変
更
又
は

信
託
の
併
合
若
し
く
は
信
託
の

分
割
の
許
可

公
益
信
託
の
受
託
者
の
辞
任
の

許
可

公
益
信
託
の
検
査
役
の
選
任

公
益
信
託
の
受
託
者
の
解
任

公
益
信
託
の
新
受
託
者
の
選
任

公
益
信
託
の
信
託
財
産
管
理
命

令

3
0

2
0

2
0

2
0

2
0

2
0

2
0

〃〃〃〃〃〃〃

〃〃〃〃〃〃〃

1
0の２

1
0の３

〃〃〃〃

８6
6８5
7

1
2
8

４２２

公
益
信
託
の
保
存
行
為
等
の
範

囲
を
超
え
る
行
為
の
許
可

公
益
信
託
の
信
託
財
産
管
理

者
、
信
託
財
産
法
人
管
理
人
又

は
信
託
管
理
人
（
以
下
「
信
託

財
産
管
理
者
等
」
と
い
う
。
）

2
0

2
0

〃〃

〃〃
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別
表
第
三
十
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
三
十
七
号
中
「
〃
」
を
「
教
育
機
関
の
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る

規
則
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
九
年
九
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別

表
第
三
十
六
号
及
び
第
三
十
七
号
の
改
正
に
つ
い
て
は
、
公
布
の
日
か
ら
施

行
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
八
日
（
号
外
第
十
号
）
公
布
知
事
の
所
管
に
属
す

る
公
益
信
託
の
引
受
け
の
許
可
及
び
監
督
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

（
原
稿
誤
り
）

三
　
　
　
上
　
　
二
十
二
　
吸
収
信
託
分
割
　
　
　
新
規
信
託
分
割

1
0の４

1
0の５

1
0の６

1
0の７

1
0の８

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

８5
8

1
2
8

８7
4８6
2

1
2
3

1
2
9

2
5
8

８1
6
5

８1
2
3

2
5
8

４２２４４１６１４６

の
辞
任
の
許
可

公
益
信
託
の
信
託
財
産
管
理
者

等
の
解
任

公
益
信
託
の
信
託
財
産
法
人
管

理
人
命
令

公
益
信
託
の
新
た
な
信
託
管
理

人
の
選
任

公
益
信
託
の
信
託
の
終
了

公
益
信
託
の
信
託
管
理
人
の
選

任

2
0

2
0

2
0

2
0

2
0

〃〃〃〃〃

〃〃〃〃〃

3
6

削
除

正
　
　
　
　
　
　
誤

ペ
ー
ジ
　
　
段
　
　
　
行
　
　
　
　
　

誤
　
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　

〃
　
　
　
教
育
機
関
の
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る

規
則
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